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は
じ
め
に

　

現
代
の
日
本
で
は
、
明
治
改
暦
で
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
が
採
用
さ
れ
た
と
通
念
的

に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
決
し
て
間
違
い
と
は
い
え
な
い
が
、
改
暦
当
時

に
お
い
て
事
は
も
う
少
し
複
雑
で
、
改
暦
の
詔
書
・
布
告
で
は
「
太
陽
暦
」
の

採
用
を
謳
っ
た
が
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
を
採
用
し
た
と
は
明
言
し
な
か
っ
た
。

　

明
治
五
年
一
一
月
九
日
に
出
さ
れ
た
改
暦
の
詔
書
・
布
告
に
は
、「
四
年
毎
ニ

一
日
ノ
閏
ヲ
置
」
と
の
み
置
閏
法
（
閏
の
入
れ
方
の
規
則
）
の
記
載
が
あ
る

（
１
）

。

天
文
学
者
・
内
田
正
男
な
ど
は
、
こ
れ
で
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
法
の
置
閏
法
で
あ

り
、
四
〇
〇
年
に
三
回
閏
を
省
く
と
い
う
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
規
約
が
落
ち
て
い

る
と
し
て
、
「
不
備
」
を
指
摘
し
て
い
る

（
２
）

。
確
か
に
改
暦
の
詔
書
・
布
告
に
は
、

一
〇
〇
で
割
り
切
れ
る
が
、
四
〇
〇
で
割
り
切
れ
な
い
年
は
平
年
と
す
る
と
の

グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
特
有
の
規
定
は
書
か
れ
て
い
な
い

（
３
）

。
こ
こ
で
は
、
当
時
の
明
治

政
府
が
後
に
「
不
備
」
を
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
た
背
景
を
考
え
て

み
た
い
。

　
　
　
　

一
、
改
暦
の
詔
書
・
布
告
に
あ
る
「
太
陽
暦
」
と
は

　
　
　
　
　
　
　

―
ユ
リ
ウ
ス
暦
か
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
か

　

改
暦
の
詔
書
・
布
告
に
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
や
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
い
っ
た
暦
法
を

特
定
す
る
文
言
は
な
く
、
「
太
陽
暦
」
と
の
み
記
さ
れ
た
。
「
四
歳
毎
ニ
一
日
ノ

閏
ヲ
置
キ
」
と
さ
れ
る
文
言
の
み
で
は
、
閏
日
を
置
く
年
も
一
意
的
に
定
め
切

れ
な
い
上
に
、
ユ
リ
ウ
ス
暦
と
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
峻
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で

あ
る
「
一
〇
〇
で
割
り
切
れ
る
が
、
四
〇
〇
で
割
り
切
れ
な
い
年
は
平
年
と
す

る
」
の
規
定
も
見
ら
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
当
時
の
諸
外
国
で
通
行
し
た
ユ
リ

ウ
ス
暦
と
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
の
間
で
は
暦
日
に
一
二
日
の
ず
れ
が
見
ら
れ
た

が
、
明
治
改
暦
で
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
暦
日
に
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
天
文
学
者
を
中
心
に
、
改
暦
の
詔
書
・
布
告

の
暦
法
規
定
に
は
置
閏
法
の
「
不
備
」
が
あ
る
と
す
る
指
摘
が
続
い
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
（
イ
）
明
治
改
暦
時
、
政
府
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
採
用
し
た
つ
も

り
で
あ
っ
た
か
、
（
ロ
）
当
時
の
政
府
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
暦
法
を
正
確
に
理

解
し
て
い
た
か
と
い
う
２
つ
の
問
題
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
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研
究
で
は
、
暦
日
を
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
揃
え
た
こ
と
を
も
っ
て
（
イ
）
は
概
ね

肯
定
さ
れ
る
が
、
（
ロ
）
に
つ
い
て
は
充
分
な
答
え
が
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
改
暦
時
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
暦
日
を
同
一
に
し
た
こ
と

と
、
そ
し
て
後
述
す
る
よ
う
に
明
ら
か
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
を
参
照
し
た
こ
と

を
窺
え
る
改
暦
案
の
建
白
が
政
府
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
後
に
述
べ

る
市
川
斎
宮
の
明
治
二
年
と
五
年
の
建
白
書
な
ど

（
４
）

）
、
当
時
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦

が
一
定
程
度
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
は

政
府
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
法
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
決
定
づ
け
る
も
の

と
し
て
は
や
や
弱
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

天
文
学
者
・
能
田
忠
亮
に
よ
る
と
、
神
武
天
皇
即
位
日
（
後
の
紀
元
節
）
は
、

日
本
書
紀
に
神
武
天
皇
の
即
位
が
「
辛
酉
年
春
正
月
庚
辰
朔
」
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
も
と
に
（
そ
の
記
述
を
正
し
い
と
し
た
上
で
）
、
そ
の
当
時
に
グ
レ

ゴ
リ
オ
暦
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
換
算
し
な
お
し
て
「
二
月
一
一
日
」
を
得
て

い
る
と
い
う

（
５
）

。
能
田
は
二
月
一
一
日
を
得
た
推
算
方
法
に
注
目
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
こ
の
換
算
が
改
暦
直
後
の
明
治
六
年
六
月
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
着
目

し
た
い

（
６
）

。
こ
の
推
算
方
法
は
、
同
時
期
に
行
わ
れ
た
、
神
武
天
皇
か
ら
孝
明
天

皇
ま
で
の
歴
代
天
皇
の
忌
日
（
命
日
）
の
太
陰
太
陽
暦
か
ら
太
陽
暦
へ
の
日
取

り
確
定
な
ど
に
も
使
用
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
祝
祭
日
の
太
陽
暦
へ
の
暦
日
推
歩
の

方
法
は
、
改
暦
時
の
政
府
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
暦
法
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た

こ
と
を
示
す
も
の
と
言
い
得
る
。
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
政
府
は
何
故
、
グ
レ

ゴ
リ
オ
暦
法
に
つ
い
て
正
確
に
理
解
し
て
い
な
が
ら
、
後
に
「
不
備
」
を
指
摘

さ
れ
る
よ
う
な
暦
法
規
定
の
書
き
方
を
し
た
の
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

二
、
改
暦
の
必
要
性
の
認
識

　

明
治
改
暦
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
大
隈
重
信
の
『
大
隈
伯
昔
日
譚
』
（
初
版

一
八
九
五
年
）
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
大
隈
は
そ
の
背
景
を
い
く
つ
か
挙

げ
て
い
る
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
明
治
政
府
の
財
政
上
の
逼
迫
を
理

由
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
太
陰
太
陽
暦
の
明
治
六
年
に
は
閏
月
が
あ
り
、
財
政

に
余
裕
の
な
い
政
府
に
と
っ
て
官
吏
へ
の
月
給
支
払
い
が
ひ
と
月
分
増
え
る
こ

と
は
大
き
な
痛
手
で
、
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
て
改
暦
し
た
と
す
る
も
の
で
あ

る
（
７
）

。
こ
れ
は
明
治
六
年
か
ら
太
陽
暦
が
突
然
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
一
定

の
説
得
力
を
も
つ
が
、
そ
も
そ
も
明
治
新
政
府
に
改
暦
を
す
る
必
然
性
や
必
要

性
が
あ
っ
た
か
否
か
は
別
の
問
題
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
頁
の
表 

は
、
改
暦
前
後
期
の
暦
に
関
わ
る
全
国
か
ら
の
建
白
書
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
（
８
）

。
明
治
二
年
か
ら
八
年
く
ら
い
ま
で
に
集
中
し
て
提
出
さ
れ
て
お
り
、
改
暦

前
に
は
改
暦
が
前
提
の
建
議
が
、
改
暦
後
に
は
よ
り
良
い
改
暦
案
の
提
案
が
な

さ
れ
て
い
る

（
９
）

。
例
え
ば
市
川
斎
宮
の
建
白
は
、
一
度
目
は
明
治
二
年
六
月
に
公

議
所
に
「
暦
法
議
案
」
と
し
て
建
言
さ
れ
た
。
二
度
目
は
こ
れ
に
基
づ
い
た
ほ

ぼ
同
一
の
も
の
で
、
明
治
五
年
一
一
月
五
日
付
で
陸
軍
大
輔
・
山
縣
有
朋
に
よ

り
、
改
暦
案
の
参
考
ま
で
に
と
正
院
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
改
暦
の
布
告
が

出
さ
れ
る
六
日
前
の
一
一
月
三
日
、
正
院
が
諸
省
に
改
暦
の
布
告
案
を
回
送
し
、

「
異
存
」
を
問
う
た
こ
と
へ
の
反
応
と
し
て
出
た
も
の
で
あ
る
。
市
川
の
改
暦

案
は
、
具
体
的
な
太
陽
暦
案
で
あ
り
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
参
照
し
た
こ
と
が
、

四
〇
〇
年
に
三
度
閏
を
省
く
特
別
の
年
を
設
け
る
規
定
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
疑
い
な
い
。
た
だ
し
そ
の
特
別
の
年
は
、
神
武
天
皇
即
位
年
を
紀
元
と

す
る
皇
紀
に
則
っ
て
定
め
ら
れ
、
皇
紀
二
六
〇
〇
年
を
閏
年
、
二
七
〇
〇
年
、

二
八
〇
〇
年
、
二
九
〇
〇
年
を
平
年
と
し
、
西
暦
に
基
づ
か
な
い
方
法
を
採
っ

た
（
四
年
ご
と
の
閏
に
つ
い
て
は
、
「
子
年
辰
年
申
年
」
に
置
く
と
し
、
偶
然

か
否
か
不
明
だ
が
ユ
リ
ウ
ス
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
閏
の
置
き
方
と
同
一
と
な
っ
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建白者 肩書 年月 件名 暦法 歳首 備考

津田真一郎
（津田真道）

刑法官権判事 明治 2年 4月
年号ヲ廃シ一元ヲ可
建ノ議

「橿原ノ　聖世　御即位ノ年ヲ以テ、元ヲ建」（神武紀元、
皇紀）の提唱。

長野卓之允 昌平学校教授試補 明治 2年 4月 暦ヲ改正スルノ議 「暦注」の廃止を提案。

市川斎宮 京都兵学所御用掛
明治 2年 6月 暦法議案 太陽暦 立春

津田の提唱した神武紀元を「至当の説」とし、皇紀を
利用した置閏法を有する暦法を提案。グレゴリオ暦へ
の参照が窺える。月の日数にも言及があり、1・2・8・9・
10・11・12 月を 30 日、その他を 31日とした。閏年
は子辰申年で、閏日は 12月に置く。

明治 5年 11月（暦法改正之議） 太陽暦 立春
陸軍省から上申された改暦案。「暦法議案」（明治 2年）
とほぼ同一。

高橋玉城 西大路藩

明治 2年 11月 改暦スヘキ事 （建議書、未見。）

明治 3年 6月
（昨巳年十二月月食
方位相違ニ見エ申候
趣奉建白候）

浅学の者が編暦に携わるから、「不正の暦」が通行する。
人材を選び、天体の運行と整合していない暦法の箇所
は改めるべきと建議。

広川晴軒 百姓 明治 3年 8月 暦法改革之事 太陽暦
太陽暦の採用の建議。「毎百年去閏一日、至四百年即不
去閏日」とグレゴリオ暦の置閏法に正確な言及が見ら
れ、グレゴリオ暦法を想定している。

弘鴻 士族（山口県）
明治 3年 8月 （改暦建議） 太陽暦 立春

神武紀元の採用。月の日数にも言及があり、1・2・8・9・
10・11・12 月を 30 日、その他を 31日とした。閏は
約 4年に一度で、12月に置かれる（市川案とほぼ同一）。

明治 7年 2月 太陽暦躔度之議 太陽暦 立春
明治 3年の案とほぼ同一。グレゴリオ暦法の 400 年に
3度閏を省く置閏法についての正確な言及がある。

宗我彦麿 士族（名東県） 明治 5年 9月

太陰暦ヲ廃シ太陽暦
ヲ用ヒ航海測量及外
国交際ノ便宜ヲ計ラ
ンコトヲ議ス

太陽暦
太陽暦の採用を提言。日曜日を府県諸局の休日に定め
るなど、外国交際の便宜を図るために外国と同一にす
ることを提案。

野崎清太郎 士族（東京府） 明治 5年 10月 改暦建白
「暦注」の改善を提案。暦法の変更はしないことが前提
となる。

佐藤信凞
海瀬重固

平民（浜松県）
平民（静岡県）

明治 6年 1月

（太陽暦御頒行ニ付
万民祖先追孝ノ方向
ヲ失ワン事ヲ患ヒ陰
陽両暦ノ便捷冊ヲ製
セン事ヲ議ス）

太陽暦
現行の太陽暦を前提とした上で、一般の人々の先祖の
祭日推算の便宜をはかるため、陽暦と陰暦を対照でき
るような紙冊の提案。

坂本永寿 商（大阪府） 明治 6年 1月
国史略且太陽暦幷幼
学等ノ儀建言

旧暦の日付を新暦上から全廃し、代わりに朔望、節季
や半夏生土用などを記すことを提案。

巻退蔵
士族（滋賀県）
神奈川県出仕

明治 6年 12月 休暇日改置之儀再議 日曜休日制の採用を建議。

一万田如水 医生（熊谷県） 明治 6年 12月 太陽太陰合暦之建白
暦法についての具体的な言及はない。暦は庶民の生活
の便宜に適うべきで、暦面に太陰暦は必須と提言。

吉武玄敬 医（大分県） 明治 7年 9月 改暦国益之議 太陽暦 立春
月の日数にも言及があり、1・2・4・6・8・10・11
月を 30日、その他を 31日とした。閏は 2月に置く。

山口逸郎 士族（名東県） 明治 7年 10月 正季節廃比較暦 太陽暦 立春 民心に適した暦にするために、立春歳首の暦を提案。

飯塚方 農（熊谷県） 明治 7年 12月 太陽暦頒行之議 太陽暦 立春
具体案はないが、配月の序を西洋の暦と同一にしなく
て良いとした。

天田東 農（小田県） 明治 8年 2月 （改暦建言之議） 庶民が旧暦を好み、新暦を厭う情実と景況の訴え。

伊藤信興 農（山城国） 明治 8年 3月
（暦面ヘ旧暦ノ下段
吉凶ヲ加度ノ議）

「暦注」の掲載を提案。

広田節郎 副戸長（名東県） 明治 8年 3月 （改暦ノ議）
紀元
節

月を設けず、365 日を 1年とする暦を提案。太陽暦の
採用を前提とする。

表　改暦前後期の暦に関わる全国からの建白書
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た
）
。
そ
し
て
年
初
を
立
春
（
二
月
四
日
頃
）
に
置
き
、
月
ご
と
の
日
数
も
グ

レ
ゴ
リ
オ
暦
と
は
異
な
っ
た
。
市
川
は
、
皇
紀
に
依
拠
す
る
太
陽
暦
へ
改
暦
す

る
こ
と
に
よ
り
、
「
宇
宙
未
曾
有
の
連
綿
長
久
の
皇
統
を
天
下
万
国
に
提
示
」

で
き
る
と
、
そ
の
長
所
を
訴
え
た

）
（2
（

。
市
川
案
に
限
ら
ず
建
白
さ
れ
た
暦
案
は
、

太
陽
暦
の
導
入
、
日
本
の
国
体
（
皇
紀
紀
元
の
導
入
な
ど
）
や
季
節
感
に
あ
っ

た
具
体
的
な
案
が
提
起
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
案
で
は

少
な
か
ら
ず
年
初
を
立
春
と
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
結
果
と
し
て
、
当
然

な
が
ら
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
暦
日
が
同
一
に
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

三
、
明
治
改
暦
の
性
質

　

改
暦
を
機
に
暦
に
掲
載
さ
れ
る
事
項
も
大
幅
に
刷
新
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
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暦
に
あ
っ
た
陰
陽
道
に
基
づ
く
暦
注
（
日
取
り
の
吉
凶

な
ど
）
が
「
妄
誕
無
稽
」
と
し
て
廃
さ
れ
、
代
わ
り
に

皇
紀
紀
元
、
皇
室
に
関
わ
る
新
し
い
祝
祭
日
で
あ
る
神

武
天
皇
即
位
日
（
後
の
紀
元
節
）
や
天
長
節
が
登
場
し

た
。
さ
ら
に
神
武
か
ら
孝
明
天
皇
ま
で
の
歴
代
天
皇
の

忌
日
や
神
社
の
例
祭
日
な
ど
も
掲
載
さ
れ
始
め
る
。
一

方
で
人
々
の
生
活
に
根
ざ
し
て
い
た
五
節
句
（
人
日
・

上
巳
・
端
午
・
七
夕
・
重
陽
）
の
祝
い
は
、
時
期
を
同

じ
く
し
て
禁
じ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
暦
は
、
五
節
句
な
ど
の
行
事
と
季
節
が

適
合
し
、
人
々
が
生
業
（
「
田
う
へ
」「
田
か
り
」「
種
ま
く
」

「
味
噌
」
「
酒
」
な
ど
）
の
日
取
り
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て

吉
凶
を
参
照
し
常
日
頃
か
ら
読
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

が
）
（（
（

、
改
暦
で
採
用
さ
れ
た
太
陽
暦
は
こ
れ
ま
で
の
こ
の

性
質
を
背
景
に
押
し
や
り
、
天
皇
関
連
の
祝
祭
日
や
天

皇
の
忌
日
を
掲
載
し
た
「
天
皇
の
暦
」
と
し
て
の
治
暦

へ
と
変
化
さ
せ
た
。
改
暦
の
詔
書
・
布
告
に
つ
な
が
っ

た
塚
本
明
毅
の
改
暦
の
建
議
に
は
、
太
陽
暦
の
導
入
に

あ
た
り
「
耕
稼
ノ
期
ヲ
誤
ル
恐
ナ
キ
ニ
ア
ラ
」
ず
と
あ
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は
、
こ
の
新
し
い
暦
を
使
用
す
る
こ
と
で
皇
帝
に
服
従
し
、
臣
従
の
礼
を
な
す
。

こ
れ
を
「
正
朔
を
奉
ず
る
」
と
謂
う
。
こ
の
暦
に
か
か
る
思
想
が
、
日
本
に
お

い
て
も
改
暦
を
め
ぐ
る
情
勢
の
な
か
で
、
正
統
性
の
あ
る
思
想
と
し
て
強
く
意

識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
七
年
一
二
月
に
建
白
書
を
提
出
し
た
飯
塚

方
は
、
「
或
曰
ク
、
月
ヲ
配
ス
ル
ノ
序
、
西
洋
ニ
仍
符
ス
ル
、
彼
ノ
正
朔
ヲ
奉

ズ
ル
ニ
似
タ
リ
ト
」
（
傍
線
筆
者
。
以
下
同
様
）
と
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
同
一

の
（
二
月
が
二
八
日
と
す
る
な
ど
法
則
性
の
な
い
独
特
の
）
月
の
日
数
を
採
用

し
た
こ
と
を
、「
彼
ノ
正
朔
ヲ
奉
ズ
ル
ニ
似
タ
リ
ト
」と
皮
肉
る

）
（1
（

。
ま
た
先
の
「
太

陽
暦
の
問
答
」
で
も
、
旧
平
は
「
先
年
政
府
に
於
て
毛
唐
人
の
国
の
太
陽
暦
を

お
と
り
用
ゐ
な
さ
れ
し
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
毛
唐
人
に
降
参
し
て
そ
の
属
国

に
な
り
し
訳
で
ご
ざ
ろ
う
（
中
略
）
他
の
属
国
と
な
る
は
そ
の
国
人
の
身
に
と

り
て
此
上
も
な
き
恥
辱
だ
と
聞
き
ま
し
た
、
し
か
る
に
か
く
の
ご
と
く
我
儘
自

在
に
毛
唐
人
に
降
参
し
て
日
本
中
の
人
民
に
寝
耳
に
水
の
恥
辱
を
受
け
さ
す
と

は
、
思
へ
ば
思
へ
ば
政
府
は
相
済
ま
ぬ
者
で
ご
ざ
る
」
と
、
「
属
国
と
な
り
し
」

と
強
い
口
調
で
開
次
郎
に
物
申
す
。
こ
れ
が
所
収
さ
れ
た
『
開
化
問
答
』
は
、

多
く
の
人
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
平
易
に
書
か
れ
た
啓
蒙
書
で
あ
る
。「
毛

唐
人
に
降
参
し
て
そ
の
属
国
に
な
り
し
」
と
す
る
考
え
方
は
、
当
時
の
人
々
に

と
っ
て
自
然
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
よ
う
。
さ
ら
に

改
暦
直
前
の
明
治
五
年
六
月
、
島
津
久
光
は
政
府
の
政
策
を
「
洋
夷
之
属
国
ト

可
被
成
形
勢
」
と
し
、
「
嘆
息
流
涕
之
外
無
御
座
候
」
と
し
、
改
暦
直
後
の
翌

年
六
月
に
は
改
暦
を
「
太
陽
暦
ト
称
シ
西
洋
ノ
正
朔
ヲ
用
ラ
ル
ヽ
事
」
と
嘆
き

糾
弾
し
て
い
る

）
（1
（

。
島
津
の
目
に
は
、
改
暦
の
実
態
は
「
西
洋
の
正
朔
」
そ
の
も

の
の
移
入
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
「
太
陽
暦
ト
称
」
す
方
便
で
そ
の
事
実
を
覆
い

隠
し
誤
魔
化
し
て
い
る
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

明
治
改
暦
は
、
未
だ
キ
リ
ス
ト
教
が
禁
教
と
さ
れ
て
い
る
中
で
断
行
さ
れ
た

る
。
農
業
関
係
者
に
は
一
時
的
に
混
乱
を
招
く
だ
ろ
う
が
、
三
年
程
し
た
ら
、

旧
暦
に
な
じ
む
「
下
民
」
も
そ
の
便
を
知
る
だ
ろ
う
と
す
る

）
（1
（

。
民
間
の
便
不
便

は
関
係
な
く
、
政
府
の
施
策
に
対
す
る
服
従
を
求
め
る
高
飛
車
な
姿
勢
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
う
い
っ
た
新
し
い
時
間
秩
序
の
導
入
を
伴
う
太
陽
暦
に
対
す
る
人
々
の
反

応
は
芳
し
く
な
か
っ
た
。「
太
陽
暦
の
問
答
」（
小
川
為
治
『
開
化
問
答 

二
編
上
』
、

明
治
八
年
）
に
は
、
「
下
民
」
を
代
表
す
る
旧
平
が
啓
蒙
家
の
開
次
郎
に
、
「
暦

は
百
姓
が
耕
作
す
る
目
的
と
な
る
か
第
一
の
役
目
な
る
」
の
に
暦
を
も
と
に
仕

事
が
で
き
な
い
と
食
っ
て
か
か
り
、
太
陽
暦
の
不
便
さ
を
訴
え
る
場
面
が
登
場

す
る
。
ま
た
新
し
い
祝
祭
日
に
つ
い
て
も
、
旧
平
は
、
「
か
か
る
世
間
の
人
の

心
に
も
な
き
日
を
祝
せ
ん
と
て
、
政
府
よ
り
強
て
赤
丸
を
売
る
看
板
の
ご
と
き

幟
や
提
燈
を
出
さ
す
る
は
な
ほ
な
ほ
聞
え
ぬ
理
屈
で
ご
ざ
る
」
と
手
厳
し
い
。

太
陽
暦
は
、
そ
の
使
用
は
も
と
よ
り
、
国
民
に
そ
の
祝
祭
日
の
示
す
時
の
リ
ズ

ム
を
通
じ
た
一
年
を
送
る
こ
と
を
浸
透
さ
せ
る
の
に
も
、
そ
の
後
長
い
年
月
を

要
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
　

四
、
「
正
朔
」
思
想
と
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
忌
避
感
・
警
戒
感

　

改
暦
期
に
は
、
新
し
い
暦
に
対
す
る
、
「
正
朔
」
思
想
か
ら
の
批
判
と
キ
リ

ス
ト
教
暦
採
用
へ
の
警
戒
感
が
あ
っ
た
。
両
者
は
混
交
し
て
い
る
場
合
が
多
い

が
、
便
宜
的
に
分
け
て
紹
介
す
る
。

　

儒
教
思
想
に
お
い
て
暦
（
正
朔
）
の
制
定
は
、
中
国
の
皇
帝
の
時
間
支
配
の

手
段
で
あ
り
、
皇
帝
が
地
上
（
空
間
）
の
統
治
者
だ
け
で
な
く
、
時
間
の
管
理

者
で
も
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
新
し
い
暦
法
の
提
示
は
皇
帝
の
特

権
で
も
あ
り
義
務
で
あ
り
、
新
王
朝
の
改
制
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
。
周
辺
国

シンポジウム　明治改暦をめぐる葛藤―「正朔」思想の日本的展開
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こ
と
も
事
を
複
雑
に
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
忌
避
感
や
警
戒
感
は
根
強
く
、

改
暦
後
、
キ
リ
ス
ト
教
の
暦
を
採
用
し
た
と
し
て
批
判
が
見
ら
れ
た
。
柳
田
國

男
は
、
「
〔
改
暦
を
〕
国
体
論
に
ま
で
結
付
け
、
毛
唐
の
属
国
に
な
っ
た
も
の
だ

と
極
論
す
る
者
ま
で
あ
り
、
耶
蘇
の
正
月
を
採
用
し
た
と
難
ず
る
も
の
も
あ
っ

た
）
（1
（

」
と
す
る
。
敦
賀
県
、
鳥
取
県
、
福
岡
県
で
は
改
暦
へ
の
反
対
を
要
求
の
一

つ
に
掲
げ
た
暴
動
ま
で
起
き
た
。
明
治
六
年
に
起
き
た
敦
賀
県
の
一
揆
勢
の
要

求
は
、
「
耶
蘇
宗
拒
絶
ノ
事
」
、
「
真
宗
説
法
再
興
ノ
事
」
、
「
学
校
ニ
洋
文
ヲ
廃

ス
ル
事
」
の
三
か
条
で
、
新
暦
も
拒
否
す
る
な
ど
と
し
て
い
る

）
（1
（

。

　

こ
の
よ
う
な
な
か
、
政
府
も
「
耶
蘇
の
嫌
疑
」
が
か
か
る
こ
と
へ
の
懸
念
か

ら
、
明
治
六
年
か
ら
日
曜
休
日
制
を
採
用
す
る
こ
と
を
見
送
っ
て
い
る
。
明
治

五
年
一
一
月
一
二
日
、
正
院
か
ら
日
曜
休
日
制
の
諮
問
を
受
け
た
左
院
は
、「
暦

法
御
改
正
相
成
候
上
ハ
、
日
曜
日
ヲ
以
テ
暇
日
ト
御
定
候
テ
可
然
ト
存
候
得
共
、

耶
蘇
ノ
嫌
疑
モ
有
、
人
心
折
合
モ
如
何
哉
ニ
付
」
と
見
送
り
を
提
案
し
た

）
（1
（

。
ま

た
改
暦
後
の
明
治
六
年
一
二
月
に
「
休
暇
日
改
置
之
儀
再
議
」
と
す
る
建
白
書

を
提
出
し
た
巻
退
蔵
は
、
日
曜
日
を
休
暇
日
と
す
る
こ
と
を
訴
え
た
が
、
対
す

る
左
院
は
「
現
今
洋
教
ノ
蔓
延
ヲ
焦
思
憂
慮
ス
ル
ノ
際
ニ
当
リ
、
一
般
ノ
休
暇

日
ヲ
以
テ
日
曜
日
ヲ
改
置
セ
バ
、
人
民
ノ
謗
議
四
集
ノ
患
害
ヲ
醸
出
ス
ル
モ
斗

リ
難
シ
」
と
し
て
「
採
用
難
相
成
」
と
す
る
判
断
を
下
し
て
い
る

）
（1
（

。
い
ず
れ
も

新
た
に
採
用
し
た
暦
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
か
か
わ
り
に
極
力
触
れ
ら
れ
た
く
な

い
政
府
の
姿
勢
が
窺
え
よ
う
。

　

当
時
、
世
界
各
地
で
は
様
々
な
異
な
る
暦
の
使
用
が
み
ら
れ
、
現
在
の
よ
う

に
地
球
規
模
で
共
通
の
時
の
秩
序
に
従
っ
て
い
た
わ
け
で
な
か
っ
た
こ
と
も
、

日
本
独
自
の
暦
の
採
用
を
構
想
す
る
余
地
を
生
ん
で
い
た
と
言
え
る
が
、
そ
れ

で
は
市
川
斎
宮
な
ど
が
建
議
し
た
独
自
の
太
陽
暦
な
ら
ば
ど
う
か
。
と
い
う
の

も
、
大
隈
の
い
う
改
暦
に
よ
り
財
政
逼
迫
を
解
決
す
る
と
い
う
説
明
は
、
グ
レ

ゴ
リ
オ
暦
以
外
の
い
ず
れ
の
太
陽
暦
で
も
同
じ
効
果
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
皇
紀
を
取
り
入
れ
た
市
川
案
は
、
日
本
の
建
国
物
語
を
表
現
す
る
も
の
で
あ

り
、
当
時
そ
の
使
用
を
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
と
は

い
え
、
こ
う
し
た
独
自
の
暦
案
で
は
、
西
欧
諸
国
と
暦
日
が
ず
れ
る
。
こ
こ
か

ら
は
、
結
果
か
ら
の
推
論
で
し
か
な
い
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
暦

を
採
用
し
、
西
欧
と
暦
日
を
同
一
に
し
て
、
外
交
交
渉
と
商
業
上
の
利
便
性
を

享
受
す
る
こ
と
の
方
が
、
政
府
側
の
思
惑
と
し
て
は
重
要
だ
っ
た
と
考
え
ざ
る

を
得
な
い
。

　
　
　
　

五
、
明
治
改
暦
に
お
け
る
未
決
の
問
題

　

天
文
学
者
・
青
木
信
仰
は
『
時
と
暦
』
の
な
か
で
、
（
文
中
の
フ
ォ
ン
ト
の

大
き
さ
を
わ
ざ
わ
ざ
落
と
し
）
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

改
暦
の
太
政
官
達
に
四
年
毎
の
閏
日
の
こ
と
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
理

由
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
っ
き
り
と
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
私
見
で

は
、
こ
れ
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
置
閏
法
が
は
っ
き
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
た
め
で
は
な
く
、
こ
の
特
別
の
平
年
を
い
つ
に
す
る
か
、
す
な
わ
ち
、

さ
し
あ
た
っ
て
は
一
九
〇
〇
年
に
す
る
か
、
一
九
四
〇
年
に
す
る
の
か
の

議
論
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
を
純
粋
の

洋
学
派
と
皇
学
派
的
洋
学
派
（
？
）
と
の
対
立
と
言
っ
て
は
言
い
過
ぎ
で

あ
ろ
う
か

）
（1
（

。 

　

青
木
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
急
所
で
あ
る
置
閏
法
こ
そ
が
論
争
の
火
種
に
な

り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
西
暦
一
九
〇
〇
年
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
あ
れ

日本儒教学会報 八
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「
『
グ
レ
ゴ
リ
ヤ
ン
』
暦
ナ
ル
コ
ト
明
白
ナ
リ
」
と
す
る
一
文
は
、
明
治
改
暦

で
採
用
さ
れ
た
「
太
陽
暦
」
の
暦
法
が
文
言
上
明
ら
か
で
な
い
こ
と
を
政
府
自

ら
認
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
政
府
は
ま
ず
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
あ
る
と

措
定
し
た
上
で
、
置
閏
法
の
規
定
に
手
を
加
え
た
。
そ
れ
が
、
以
下
の
勅
令
で

あ
る
。神

武
天
皇
即
位
紀
元
年
数
ノ
四
ヲ
以
テ
整
除
シ
得
ヘ
キ
年
ヲ
閏
年
ト
ス
。

但
紀
元
年
数
ヨ
リ
六
百
六
十
ヲ
減
シ
テ
百
ヲ
以
テ
整
除
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ノ

中
、
更
ニ
四
ヲ
以
テ
其
商
ヲ
整
除
シ
得
サ
ル
年
ハ
、
平
年
ト
ス

　

西
暦
の
文
字
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
こ
と
に
着
目
し
た
い

）
11
（

。
こ
れ
を

も
っ
て
日
本
は
、
法
令
で
一
切
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
正
式
に

そ
れ
と
同
等
の
暦
を
採
用
す
る
国
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
法
令
は
現
在
も
効

力
を
持
ち
続
け
て
い
る

）
11
（

。

　
　
　
　

六
、
明
治
改
暦
期
の
議
論
の
思
想
的
背
景

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
改
暦
期
に
は
、
儒
教
の
「
正
朔
」
思
想
が
、
暦

を
改
め
る
に
あ
た
っ
て
正
統
性
の
あ
る
知
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は

全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
当
時
の
建
白
書
か
ら
窺
え
る
こ
と
も
既
述
の
通
り
で
あ

る
。
暦
に
か
か
る
建
白
書
で
は
、
欧
米
で
通
行
し
た
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
つ
い
て

の
知
見
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
と
は
異
な
る
多
様
で
独
特
な
太
陽
暦
案
が
少

な
か
ら
ず
提
起
さ
れ
た
。
明
治
改
暦
で
日
本
は
結
果
と
し
て
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に

暦
日
を
揃
え
た
も
の
の
、
多
く
の
建
白
書
で
は
、
欧
米
と
暦
日
を
同
一
に
す
る

ば
例
外
的
に
平
年
と
な
る
が
、
皇
紀
で
は
二
五
六
〇
年
で
、
特
に
区
切
り
が
良

い
訳
で
は
な
い
。
一
方
、
西
暦
一
九
四
〇
年
は
皇
紀
二
六
〇
〇
年
と
な
り
、
区

切
り
が
良
く
、
実
際
に
皇
紀
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
年
に
当
た
る
。
い
ず
れ
が

特
別
の
年
と
い
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
市
川
は
皇
紀
に
則
っ
て

一
〇
〇
年
毎
に
平
年
を
置
く
（
た
だ
し
「
皇
紀
二
六
〇
〇
年
」
を
四
〇
〇
年
毎

に
置
か
れ
る
特
別
の
閏
年
と
す
る
）
暦
案
を
提
起
し
た
。

　

グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）

暦
で
あ
る
。
暦
の
伝
統
的
思
想
か
ら
は
、
こ
の
暦
の
そ
の
ま
ま
の
使
用
は
、
西

洋
諸
国
へ
の
服
従
で
あ
り
キ
リ
ス
ト
教
に
屈
服
す
る
こ
と
も
含
意
し
た

）
12
（

。
グ
レ

ゴ
リ
オ
暦
特
有
の
特
別
の
平
年
・
閏
年
の
算
出
に
あ
た
っ
て
、
（
実
際
に
は
疑

義
が
あ
る
が
）
イ
エ
ス
誕
生
を
紀
元
と
す
る
西
暦
に
則
る
こ
と
は
、
国
内
的
に

説
明
が
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
政
府
は
、
論
争
を
惹
起
し
か
ね
な
い

置
閏
法
の
規
定
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

置
閏
法
の
規
定
の
補
足
訂
正
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
と
暦
日
を
同
一
に
し
続
け

る
た
め
に
は
一
九
〇
〇
年
よ
り
以
前
に
行
う
べ
き
必
要
な
措
置
で
あ
る
が
、
す

ぐ
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
年
）
五
月
一
一
日
、

勅
令
第
九
〇
号
「
閏
年
ニ
関
ス
ル
件
」
で
よ
う
や
く
置
閏
法
の
規
定
に
補
足
が

行
わ
れ
る
。
同
年
四
月
一
一
日
付
の
文
部
大
臣
・
西
園
寺
公
望
に
よ
る
本
勅
令

の
制
定
を
要
す
る
と
す
る
背
景
が
記
さ
れ
た
理
由
書
に
は
次
の
一
文
が
あ
る

）
1（
（

。

明
治
五
年
壬
申
十
一
月
九
日
ノ
布
告
ヲ
以
テ
、
太
陰
暦
ヲ
廃
シ
太
陽
暦
ヲ

用
ヒ
ラ
ル
ヽ
ニ
当
リ
、
壬
申
十
二
月
三
日
ヲ
以
テ
明
治
六
年
一
月
一
日
ト

定
メ
ラ
レ
、
爾
後
我
暦
日
ハ
英
、
仏
、
独
等
諸
国
ノ
暦
ト
全
ク
吻
合
シ
、

露
国
ノ
暦
ト
ハ
常
ニ
十
二
日
ノ
差
ア
ル
ヲ
観
レ
ハ
、
此
布
告
中
ノ
所
謂
太

陽
暦
ト
ハ
「
グ
レ
ゴ
リ
ヤ
ン
」
暦
ナ
ル
コ
ト
明
白
ナ
リ

シンポジウム　明治改暦をめぐる葛藤―「正朔」思想の日本的展開
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こ
と
な
ど
念
頭
に
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
種
々
の
暦
案
が
提
案
さ
れ
た
。
グ
レ

ゴ
リ
オ
暦
の
暦
法
を
知
悉
し
た
上
で
、
他
国
と
暦
を
揃
え
る
こ
と
に
全
く
関
心

が
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
そ
の
態
度
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
日
本
独
自
の
暦
を

追
求
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
現
在
か
ら
見
れ
ば
奇
異
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
既
に
述
べ
た
通
り
、
多
く
の
案
は
敢
え
て
独
自
性
を
追
求
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
も
っ
と
も
改
暦
時
の
こ
れ
ら
の
暦
案
の
存
在
は
、
福
沢
諭
吉
の
『
改

暦
弁
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
日
本
国
中
の
人
民
此
改
暦
を
怪
む
人
ハ
必
ず
無

学
文
盲
の
馬
鹿
者
な
り
」
と
い
っ
た
政
府
の
改
暦
を
肯
定
す
る
論
調
の
前
で
見

え
に
く
く
な
り
、
改
暦
時
に
暦
に
か
か
る
様
々
な
議
論
が
存
在
し
た
こ
と
す
ら
、

現
在
で
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
啓
蒙
家
・
福
沢
が
直
接
的
に
否
定

し
た
の
は
従
来
の
太
陰
太
陽
暦
（
天
保
暦
）
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、「
此

改
暦
」
と
し
て
明
治
改
暦
で
採
用
さ
れ
た
「
太
陽
暦
」
を
強
引
に
援
護
・
喧
伝

し
た
結
果
、
同
時
期
に
建
白
さ
れ
た
多
様
な
太
陽
暦
を
も
一
掃
し
て
し
ま
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

　

当
時
の
多
く
の
建
白
書
は
（
既
出
の
表
参
照
）
、
あ
る
い
は
意
外
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
太
陽
暦
の
採
用
を
謳
っ
た
。
こ
れ
は
、
太
陽
暦
の
方
が

従
来
の
日
本
で
使
用
し
続
け
た
太
陰
太
陽
暦
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
理
解

が
、
知
識
人
を
中
心
と
す
る
暦
を
議
論
す
る
人
々
の
間
で
事
実
上
相
当
程
度
広

が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
敦
賀
県
な
ど
の
暴
動
に
象
徴

的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
太
陽
暦
へ
の
反
発
が
強
く
、
日
本
社
会
に
な
か
な
か

浸
透
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
散
見
さ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
建
白
を

行
っ
た
人
々
の
間
に
こ
う
し
た
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
、
こ
こ
で
注
目
し
て

お
き
た
い

）
11
（

。
太
陽
暦
を
何
故
推
す
か
に
つ
い
て
、
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
断

定
的
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
月
日
が
季
節
と
一
致
し
生
業
に
利
す
る

太
陽
暦
の
合
理
性
は
、
游
子
六
の
『
天
経
或
問
』
な
ど
を
通
じ
て
、
旧
幕
時
代

に
徐
々
に
広
が
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
末
に
は
、
中
井
履
軒
や
山

片
蟠
桃
な
ど
の
儒
学
者
で
さ
え
、
太
陽
暦
に
関
心
を
持
ち
そ
の
合
理
性
に
着
目

し
た
。
と
は
い
え
、
再
度
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
明
治

改
暦
期
の
建
白
書
で
は
、
太
陽
暦
採
用
を
謳
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
必

ず
し
も
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
指
す
わ
け
で
な
く
、
日
本
の
国
体
・
国
情
を
体
現
し

沿
う
よ
う
な
独
自
の
太
陽
暦
案
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
当
該
期
は
、
い
わ
ば

日
本
の
国
体
に
適
う
理
想
の
暦
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て
真
剣
に
論
じ

ら
れ
追
求
さ
れ
た
稀
な
時
代
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
れ
ら

の
議
論
を
支
え
る
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
、
建
白
書
で
提
起
さ
れ
た
暦
案
な
ど

を
具
体
的
に
と
り
あ
げ
な
が
ら
見
て
い
き
た
い

）
11
（

。

①
弘
鴻
の
建
白
書

　

市
川
斎
宮
と
同
じ
く
比
較
的
早
い
時
期
に
、
改
暦
で
採
用
さ
れ
る
べ
き
独
自

の
太
陽
暦
案
の
建
白
を
行
っ
た
の
が
弘
鴻

）
11
（

で
あ
る
。
弘
は
、
「
西
洋
ノ
例
ニ
ヨ

ラ
ス
、
支
那
ノ
例
ニ
モ
ヨ
ラ
」
な
い
太
陽
暦
を
採
用
す
べ
き
と
し
た
。
具
体
的

に
は
、
立
春
を
歳
首
と
す
る
。
ま
た
月
と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
、
一
年
を
一
二

節
に
分
け
、
第
一
・
二
・
八
・
九
・
一
〇
・
一
一
・
一
二
節
を
三
〇
日
と
し
、
そ
れ
以

外
を
三
一
日
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
月
の
日
数
を
決
め
る
と
、
二
四
節
気
は
お

お
よ
そ
節
の
第
一
日
か
一
六
日
と
な
り
、
ほ
ぼ
毎
年
定
日
と
な
り
便
利
で
あ
る

と
す
る
。
平
年
は
三
六
五
日
で
、
歳
首
の
立
春
が
第
一
節
の
二
日
に
な
る
年
に

は
、
前
年
の
第
一
二
節
に
閏
日
を
置
き
、
一
年
を
三
六
六
日
と
す
る
。
市
川
案

と
節
の
日
数
（
＝
月
の
日
数
）
、
第
一
二
節
に
置
閏
、
節
気
重
視
な
ど
の
点
は

不
思
議
な
く
ら
い
同
一
で
あ
る
が
、
閏
を
い
つ
置
く
か
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
は

異
な
っ
た
。
弘
は
閏
日
を
お
お
よ
そ
四
年
毎
に
置
く
と
す
る
が
、
約
一
三
〇
年

ご
と
に
一
次
的
に
五
年
ご
と
に
閏
を
置
く
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
規
則
の
必
要
性
を

日本儒教学会報 八
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③
吉
武
玄
敬
の
建
白
書

　

立
春
歳
首
の
太
陽
暦
案
の
建
白
は
多
い
が
、
吉
武
玄
敬
の
そ
れ
も
そ
の
一
つ

で
あ
る

）
11
（

。
吉
武
は
太
陽
暦
を
採
用
し
た
の
は
喜
ば
し
い
が
、
旧
暦
使
用
の
増
加

は
「
王
ノ
正
月
」
と
「
民
間
ノ
正
月
」
が
別
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
不
都
合
と
す
る
。
そ
し
て
「
各
国
各
暦
ア
レ
ハ
、
一
国
一
暦
ヲ
用
ヒ
ス
ン

ハ
ア
ラ
ス
」
と
し
て
、
「
一
国
一
暦
」
す
な
わ
ち
日
本
は
独
自
の
暦
を
採
用
す

べ
き
と
す
る
。
吉
武
が
提
案
し
た
暦
は
、
立
春
を
歳
首
と
し
節
分
を
歳
暮
と
す

る
太
陽
暦
で
あ
る
。
半
日
一
日
の
ず
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
わ
か
り
や
す
さ
を

重
視
、
二
十
四
節
気
を
毎
月
一
日
と
一
五
日
に
置
く
と
す
る
節
気
を
重
視
し
た

暦
で
あ
っ
た
。
平
年
を
三
六
五
日
と
し
、
月
の
日
数
は
、
一
、
二
、
四
、
六
、
八
、

一
〇
、
一
一
月
を
三
〇
日
と
し
、
残
り
を
三
一
日
と
す
る
。
閏
日
は
二
月
に
置
き
、

そ
の
場
合
は
二
月
を
三
一
日
と
す
る
。
他
の
建
白
者
に
な
い
特
徴
は
仏
教
の
祭

日
に
言
及
さ
れ
る
点
で
、
二
月
一
五
日
、
七
月
一
日
、
八
月
一
五
日
の
提
案
が

あ
る
。
改
暦
に
よ
り
人
々
が
故
人
の
命
日
の
日
取
り
な
ど
に
惑
乱
す
る
状
況
を

見
て
、
こ
れ
ら
の
採
用
を
提
言
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

吉
武
は
、
旧
暦
使
用
が
継
続
し
て
い
る
状
況
か
ら
、
日
本
国
内
で
「
王
ノ
正

月
」
や
「
民
間
ノ
正
月
」
と
い
う
複
数
の
時
の
秩
序
が
並
立
し
て
い
る
こ
と
を

憂
慮
し
、
人
々
に
支
持
さ
れ
る
新
た
な
「
王
ノ
正
月
」
の
採
用
に
よ
り
、
単
一

の
時
の
秩
序
を
有
す
る
国
家
を
望
ん
だ
。
他
国
が
使
用
す
る
既
存
の
暦
の
採
用

を
否
定
し
、
日
本
独
自
の
「
一
国
一
暦
」
と
な
る
暦
の
採
用
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し

い
と
す
る
理
解
の
も
と
で
行
わ
れ
た
建
言
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

④
山
口
逸
郎
の
建
白
書

　

山
口
逸
郎
も
明
治
七
年
一
〇
月
に
、
立
春
歳
首
の
太
陽
暦
を
建
白
し
た

）
11
（

。
山

口
は
、「
正
朔
ハ
国
家
ノ
大
典
」
で
あ
る
の
に
、「
陽
従
陰
背
」
の
態
度
で
「
陰
暦
」

注
記
し
て
い
る
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
置
閏
法
で
あ
る
四
百
年
に
三
度
閏
を
省
く

こ
と
に
つ
い
て
詳
細
で
正
確
な
説
明
も
付
さ
れ
る
）
。

　

弘
は
、
西
洋
に
も
中
国
に
も
拠
ら
な
い
「
皇
国
ノ
人
事
適
宜
」
と
し
た
日
本

独
自
の
太
陽
暦
案
を
建
白
し
た
。
弘
の
唱
え
た
暦
案
で
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら

西
洋
諸
国
と
暦
日
は
揃
わ
な
い
。
そ
の
暦
案
は
、
日
本
の
気
候
風
土
に
合
い
暦

日
意
識
に
適
う
だ
け
で
な
く
、「
神
武
天
皇
正
朔
ヲ
立
サ
セ
ラ
レ
」
、「
二
千
五
百

有
余
年
連
綿
タ
ル
授
時
ノ
重
命
」
を
反
映
さ
せ
た
日
本
独
自
の
、
他
国
へ
の
「
模

範
」
と
な
る
新
し
い
暦
で
あ
っ
た
。

②
一
万
田
如
水
の
建
白
書

　

明
治
六
年
に
、
太
陽
暦
の
芳
し
く
な
い
使
用
状
況
を
憂
慮
し
民
情
を
訴
え
た

の
が
、
一
万
田
如
水
で
あ
る

）
11
（

。
一
万
田
は
、
「
天
照
皇
大
神
ノ
天
ツ
日
継
テ
無

窮
ニ
傳
ヘ
」
る
日
本
の
称
号
に
か
な
う
と
し
て
、
太
陽
暦
の
採
用
に
は
反
対
し

な
い
。
と
は
い
え
新
聞
の
諸
家
の
論
説
は
、
西
洋
の
説
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
る

が
故
に
偏
り
、
神
州
の
国
体
を
失
し
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
と
し
、
各
国
の

「
美
政
良
法
」
を
精
選
し
て
採
用
し
欠
点
を
補
い
、
「
神
統
ノ
由
来
ス
ル
国
体
」

を
「
尊
重
省
護
」
す
べ
き
と
す
る
。
そ
し
て
「
旧
暦
」
を
削
除
せ
ず
併
記
し
た

暦
、
「
神
州
暦
」
を
採
用
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
暦
と
は
元
来
、
「
民
ニ
時
ヲ

授
テ
、
以
テ
各
自
ニ
便
宜
ヲ
得
セ
シ
ム
」
も
の
で
あ
れ
ば
、
「
億
兆
ノ
便
宜
」

の
た
め
、
暦
首
に
農
耕
の
た
め
の
土
用
、
彼
岸
な
ど
を
掲
載
す
る
の
も
良
し
と

す
る
。
一
万
田
は
、
他
の
建
白
者
の
よ
う
に
歳
首
の
変
更
と
い
っ
た
暦
法
そ
の

も
の
に
手
を
加
え
る
抜
本
的
改
革
で
は
な
く
、
人
々
の
使
用
へ
の
配
慮
を
す
る

暦
案
を
提
起
し
た
。
「
民
ニ
時
ヲ
授
テ
、
以
テ
各
自
ニ
便
宜
ヲ
得
セ
シ
ム
」
と

す
る
言
葉
か
ら
は
、
儒
教
の
（
観
象
授
時
の
）
思
想
の
影
響
が
窺
え
る
。
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に
よ
っ
て
人
々
が
生
活
す
る
の
は
、
他
国
に
対
し
て
恥
辱
で
あ
る
と
す
る
。
露

西
亜
の
よ
う
に
太
陽
暦
を
用
い
て
も
歳
首
が
異
な
る
国
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
日

本
も
立
春
を
一
月
一
日
と
し
、
日
本
の
季
節
感
に
合
っ
た
民
心
に
か
な
う
暦
に

す
べ
し
と
訴
え
た
。
ま
た
暦
の
旧
暦
併
記
は
、
人
々
に
太
陽
暦
を
ま
す
ま
す
遵

守
さ
せ
な
い
こ
と
に
繋
が
る
か
ら
、
廃
し
た
上
で
満
月
を
加
筆
す
る
こ
と
を
提

案
す
る
。
立
春
歳
首
の
太
陽
暦
の
提
案
は
、
立
春
頃
を
歳
首
と
す
る
従
来
の
日

本
の
太
陰
太
陽
暦
の
伝
統
に
則
っ
た
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
日
本
の
暦
日
意

識
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
太
陽
暦
と
折
衷
す
れ
ば
西
洋
諸
国
と

暦
日
は
揃
わ
な
い
。
「
正
朔
ハ
国
家
ノ
大
典
」
と
し
、
改
暦
を
重
要
な
公
的
事

業
と
位
置
づ
け
る
山
口
は
、
歳
首
を
独
自
な
も
の
と
し
た
太
陽
暦
の
採
用
を
訴

え
た
。

⑤
飯
塚
方
の
建
白
書

　

飯
塚
方
も
明
治
七
年
一
二
月
に
、
立
春
歳
首
の
太
陽
暦
を
建
白
し
た

）
12
（

。
飯
塚

は
、
日
本
の
太
陽
暦
採
用
を
日
本
の
建
国
神
話
に
ま
で
触
れ
な
が
ら
至
当
で
あ

る
と
し
た
上
で
、
「
旧
暦
」
使
用
が
続
く
現
状
を
憂
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
一

月
が
早
す
ぎ
て
一
年
の
生
業
の
サ
イ
ク
ル
が
終
わ
っ
て
お
ら
ず
繁
忙
期
と
重
な

り
新
年
を
祝
え
な
い
こ
と
、
ま
た
旧
暦
が
暦
に
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る

と
し
、
農
閑
期
に
あ
た
る
立
春
を
歳
首
と
し
た
太
陽
暦
に
改
め
、
暦
の
旧
暦
併

記
を
廃
す
べ
き
と
訴
え
る
。

　

こ
れ
以
前
に
、
飯
塚
は
暦
に
か
か
る
ほ
ぼ
同
一
内
容
を
新
聞
に
投
書
し
て
い

た
こ
と
が
、
先
に
挙
げ
た
弘
鴻
の
明
治
六
年
一
二
月
の
自
筆
ノ
ー
ト
か
ら
判
明

し
て
い
る
。
ノ
ー
ト
に
は
「
投
書
ノ
内
抜
抄
」
と
あ
り
、
飯
塚
の
新
聞
投
書
を

弘
が
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
出
典
は
不
明
で
あ
る

）
1（
（

。
こ
れ

と
建
白
書
を
比
べ
る
と
、
主
張
の
骨
子
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
書
き
方
に
や
や

異
同
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
後
の
建
白
書
で
「
東
洋
ノ
紀
元
西
洋
ニ

異
ナ
レ
ハ
、
配
月
ノ
序
何
特
リ
西
洋
ニ
拘
々
セ
ン
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
は
、
以
前
は
「
或
曰
ク
、
月
ヲ
配
ス
ル
ノ
序
、
西
洋
ニ
仍
符
ス
ル
、
彼
ノ
正

朔
ヲ
奉
ズ
ル
ニ
似
タ
リ
ト
」
と
い
っ
た
直
截
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
た
。
後
の

建
白
書
で
や
や
穏
当
な
表
現
に
書
き
換
え
ら
れ
た
理
由
は
不
明
だ
が
、こ
れ
は
、

西
洋
で
通
行
す
る
暦
の
月
の
日
数
の
独
特
の
配
列
（
二
月
が
二
八
日
で
あ
る
こ

と
な
ど
）
を
日
本
が
わ
ざ
わ
ざ
採
用
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
西
洋
の
暦
を
そ
の
ま

ま
移
入
・
採
用
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
「
彼
ノ
正
朔
ヲ
奉
ズ

ル
ニ
似
タ
リ
」
、
す
な
わ
ち
日
本
が
西
洋
の
従
属
し
た
こ
と
を
含
意
す
る
と
し

た
痛
烈
な
皮
肉
と
批
判
の
表
明
で
あ
っ
た
。
飯
塚
の
建
白
に
お
け
る
暦
案
は
配

月
の
序
な
ど
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
く
具
体
的
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
趣
旨

は
政
府
の
「
西
洋
ニ
仍
符
ス
ル
」
追
従
の
態
度
へ
の
違
和
感
と
批
判
、
そ
れ
に

対
す
る
日
本
の
国
体
に
即
し
た
太
陽
暦
へ
の
軌
道
修
正
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

⑥
他
の
独
自
な
暦
案

　

他
に
も
様
々
な
暦
案
が
当
該
期
、
政
府
に
建
白
さ
れ
て
い
る
。
儒
教
思
想
の

影
響
を
探
る
本
論
の
趣
旨
か
ら
し
て
多
く
は
省
略
す
る
が
、
例
え
ば
明
治
八
年

に
建
白
書
を
提
出
し
た
広
田
節
郎

）
11
（

は
、
「
紀
元
節
」
を
歳
首
と
し
、
一
月
、
二

月
と
い
っ
た
「
月
」
を
廃
し
、
一
月
一
日
か
ら
三
六
五
日
と
一
年
が
一
続
き
に

繋
が
る
独
特
な
暦
案
を
提
起
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
福
沢
諭
吉
と
同
様
、
暦
法
を
諸
外
国
と
同
一
に
す
る
こ
と
を
是
と

し
、
暦
の
伝
統
的
思
想
に
関
心
を
払
わ
な
い
人
も
い
た
。
そ
の
一
人
は
、
改
暦

前
の
明
治
三
年
八
月
二
九
日
に
、
集
議
院
に
太
陽
暦
の
採
用
を
建
議
し
た
広
川

晴
軒
で
あ
る

）
11
（

。
広
川
は
、
太
陰
太
陽
暦
が
三
年
に
一
度
ほ
ど
閏
月
を
置
か
ざ
る
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⑧
旧
暦
併
記
問
題
に
み
る
左
院
の
暦
に
か
か
る
思
想

　

暦
面
に
お
け
る
旧
暦
併
記
問
題
は
、
改
暦
後
毎
年
の
よ
う
に
政
府
内
で
議
論

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
明
治
九
年
暦
で
の
議
論
を
見
た
い
。
文
部
省
は
明

治
八
年
二
月
一
〇
日
付
で
、
官
暦
に
「
太
陰
暦
」
が
併
記
さ
れ
続
け
れ
ば
、
太

陽
暦
使
用
者
は
一
向
に
増
え
な
い
と
し
て
、
明
治
九
年
暦
か
ら
は
「
太
陰
暦
」

の
削
除
を
し
た
い
と
伺
い
を
出
し
た

）
11
（

。
内
務
省
は
様
子
見
、
す
な
わ
ち
旧
暦
併

記
の
継
続
を
提
案
す
る
な
か
、
同
年
三
月
、
左
院
は
頒
暦
の
主
旨
を
「
大
一
統
」

と
「
授
民
時
」
の
二
つ
で
あ
る
と
喝
破
し
つ
つ
回
答
を
寄
せ
た
。
左
院
に
よ
る

と
「
大
一
統
ノ
意
ニ
至
テ
ハ
、
今
日
皇
化
辺
隅
ニ
漸
被
シ
、
固
ヨ
リ
正
朔
至
ラ

サ
ル
ノ
地
ナ
ケ
レ
ハ
、
仮
令
僻
地
ノ
細
民
歳
時
伏
臘
等
暫
ク
慣
習
ノ
暦
日
ヲ
用

ユ
ル
ア
リ
ト
モ
、
固
ヨ
リ
皇
化
ノ
盛
衰
ニ
関
セ
サ
ル
ヘ
シ
」
と
し
、
今
日
で
は

「
皇
化
」
は
国
土
の
隅
々
ま
で
拡
が
り
、「
正
朔
至
ラ
サ
ル
ノ
地
」
は
な
い
た
め
、

一
部
の
「
細
民
」
が
「
慣
習
の
暦
日
」
を
使
用
し
た
と
こ
ろ
で
、「
皇
化
ノ
盛
衰
」

に
は
何
ら
関
わ
ら
な
い
と
し
た
。
こ
こ
で
暦
が
「
正
朔
」と
言
い
換
え
ら
れ
、「
皇

化
」
と
と
も
に
語
ら
れ
る
点
に
注
目
さ
れ
た
い
。
今
日
、
天
皇
の
御
代
は
盤
石

で
あ
り
、
天
皇
の
授
け
た
「
正
朔
」
（
＝
暦
）
は
国
土
全
体
で
頒
暦
さ
れ
奉
じ

ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
少
々
の
旧
暦
使
用
は
黙
認
し
よ
う
、
旧
暦
併
記
は
続

行
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
授
民
時
」
は
「
観
象
授
時
」
を
、「
大
一
統
」
は
「
皇

化
」
の
及
ぶ
範
囲
の
国
土
の
統
一
な
ど
を
意
味
し
よ
う
が
、
暦
に
か
か
る
こ
れ

ら
伝
統
思
想
は
、
当
時
の
政
府
内
の
一
部
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
存
在
し
た
こ

と
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
言
え
る
。

⑨
島
津
久
光
の
質
議
書
に
み
る
「
正
朔
」
思
想

　

島
津
久
光
は
、
改
暦
直
後
の
明
治
六
年
六
月
に
三
条
実
美
邸
に
て
二
〇
条
に

わ
た
る
質
議
書
を
提
出
し
た

）
11
（

。
既
に
述
べ
た
、
「
太
陽
暦
ト
称
シ
西
洋
ノ
正
朔

を
得
ず
、
二
十
四
節
気
や
寒
暑
の
気
候
が
日
取
り
に
頼
れ
な
い
こ
と
の
不
利
益

を
訴
え
、「
西
暦
」「
西
暦
法
」「
西
法
」
に
倣
う
べ
き
だ
と
す
る
。
こ
の
場
合
の
、

「
西
暦
法
」
は
明
ら
か
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
あ
る
こ
と
は
、
広
川
が
毎
月
の
日

数
、
閏
日
を
二
月
に
挿
入
す
る
こ
と
、
そ
し
て
百
で
割
り
切
れ
る
年
に
は
閏
を

省
き
、
四
百
で
割
り
切
れ
る
年
に
は
閏
を
省
か
な
い
置
閏
の
法
則
に
つ
い
て
言

及
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
明
治
五
年
九
月
に
、
集

議
院
に
太
陽
暦
採
用
を
訴
え
出
た
宗
我
彦
麿

）
11
（

も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
宗
我
は
、

海
国
で
あ
る
日
本
の
外
国
交
際
の
便
宜
の
た
め
に
は
、
太
陰
太
陽
暦
を
廃
し
英

国
グ
リ
ニ
ッ
ジ
で
刊
行
す
る
航
海
暦
の
暦
法
に
倣
っ
た
太
陽
暦
に
す
べ
き
と
建

議
し
た
。
こ
の
太
陽
暦
も
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を
指
す
の
は
明
白
で
あ
る
。
宗
我

は
、
併
せ
て
日
曜
休
日
制
の
導
入
に
つ
い
て
も
提
案
し
て
い
る
。

⑦
小
川
為
治
『
開
化
問
答
』
に
お
け
る
暦
の
思
想

　

先
に
挙
げ
た
小
川
為
治
の
『
開
化
問
答
』
に
つ
い
て
も
補
足
再
掲
し
た
い
。

旧
平
は
「
或
人
よ
り
聞
き
ま
し
た
る
に
、
他
の
属
国
と
な
り
し
国
は
其
従
ふ
国

の
暦
を
守
る
も
の
だ
そ
う
で
ご
ざ
る
。
即
朝
鮮
が
支
那
の
年
号
を
用
ゐ
、
琉
球

が
日
本
の
年
号
を
用
ゆ
る
は
矢
張
り
此
わ
け
だ
さ
う
で
ご
ざ
る
」
と
語
り
、
日

本
が
「
毛
唐
人
の
暦
の
太
陽
暦
」
を
採
用
し
た
こ
と
は
「
毛
唐
人
に
降
参
し
て

其
属
国
に
な
り
し
」
と
憤
り
、
日
本
人
の
自
分
が
恥
辱
を
受
け
る
は
「
無
念

千
万
、
涙
と
鼻
水
と
一
同
に
流
る
る
次
第
」
と
し
、
太
陽
暦
を
拒
絶
す
る
と
強

い
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
。
本
書
が
一
般
の
人
々
向
け
の
啓
蒙
書
で
あ
る
こ
と
は

既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
の
書
に
お
い
て
も
、
他
国
で
通

行
す
る
暦
の
採
用
を
そ
の
国
へ
の
政
治
的
従
属
を
意
味
す
る
と
し
た
考
え
方
が

簡
明
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
思
想
が
当
時
に
お
い
て
さ
ほ
ど
不
自

然
と
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
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ヲ
用
イ
ラ
ル
ヽ
事
」
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
当
該
期
の
正
朔
思
想
の
あ

り
よ
う
を
一
言
で
ま
と
め
た
端
的
な
言
葉
と
言
い
う
る
。

　

二
〇
条
の
質
議
書
は
、
「
先
王
ノ
洋
服
ニ
改
メ
ラ
ル
ヽ
事
」
、
「
玉
座
ヲ
始
ト

シ
奉
リ
各
省
総
テ
洋
風
ニ
模
擬
セ
ラ
ル
ヽ
事
」
、
「
兵
制
総
テ
洋
式
ヲ
用
ヰ
ラ

ル
ヽ
事
」
、
「
邪
宗
ノ
蔓
衍
ヲ
防
カ
サ
ル
事
」
な
ど
文
化
や
政
策
の
西
洋
化
に
つ

い
て
の
質
問
箇
条
が
目
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
明
治
五
年
六
月
に
天
皇

の
西
国
巡
幸
に
際
し
建
白
し
た
、
「
万
古
不
易
之
皇
統
モ
共
和
政
治
之
悪
弊
ニ

被
為
陥
」
、
「
洋
夷
之
属
国
」
に
至
る
が
ご
と
く
の
景
況
を
強
く
憂
慮
す
る
と
訴

え
た
意
見
書
に
連
な
る
も
の
で
、
再
度
の
質
議
書
提
出
は
正
式
な
回
答
が
得
ら

れ
る
ま
で
一
歩
も
引
か
な
い
と
す
る
島
津
の
強
硬
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。

　

回
答
を
強
く
迫
る
島
津
に
、
三
条
と
岩
倉
具
視
は
、
巡
幸
の
際
の
意
見
書
の

内
容
は
二
〇
条
の
質
議
書
に
含
ま
れ
る
の
で
個
別
に
答
え
な
い
と
断
っ
た
上

で
、
明
治
八
年
四
月
、
一
連
の
質
議
書
に
対
す
る
見
解
を
よ
う
や
く
示
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
太
陰
太
陽
暦
は
「
太
陰
ヲ
推
算
シ
一
年
ト
定
メ
タ
ル
者
ニ
シ

テ
数
十
年
間
数
日
ノ
差
ヲ
生
ス
」
が
、
太
陽
暦
は
「
四
年
ニ
一
日
ノ
剰
ヲ
生
ス

ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
数
百
千
年
ヲ
経
ル
モ
換
易
セ
ス
、
最
モ
精
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
」
で

あ
る
た
め
、
「
粗
ヲ
捨
テ
精
ヲ
取
」
っ
て
採
用
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
「
外
国
ノ

正
朔
ヲ
奉
ス
ル
訳
ニ
ハ
無
之
候
」
と
さ
れ
る
。
太
陽
暦
の
精
度
の
高
さ
か
ら
採

用
に
至
っ
た
と
し
、
採
用
さ
れ
た
件
の
「
（
太
陽
）
暦
」
の
歴
史
的
性
格
に
は

触
れ
な
い
形
で
対
応
し
た
の
で
あ
る
が
、
島
津
の
目
に
は
、
「
太
陽
暦
」
と
の

み
称
し
て
異
国
の
「
正
朔
ヲ
奉
」
ず
る
も
の
で
は
な
い
と
弁
ず
る
こ
と
は
、
誤

魔
化
し
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
回
答
が
、
政
府
の
暦
政
策
に

対
し
て
さ
ら
な
る
不
信
感
を
募
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。

　
　
　
　

七
、
ま
と
め

　
　
　
　
　
　
　

―
改
暦
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
思
想
的
背
景

　

建
白
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
改
暦
前
後
期
の
改
暦
を
め
ぐ
る
議
論
は

論
争
的
で
あ
る
。
日
本
独
自
の
暦
を
求
め
る
一
派
の
存
在
を
承
知
し
て
い
る
政

府
は
、
論
争
を
惹
起
し
か
ね
な
い
置
閏
法
の
規
定
に
触
れ
る
こ
と
を
あ
え
て
避

け
た
の
で
あ
ろ
う
。
改
暦
の
詔
書
・
布
告
に
お
け
る
置
閏
法
の
規
定
の
「
不
備
」

は
、
暦
法
そ
の
も
の
へ
の
理
解
不
足
が
原
因
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

明
治
改
暦
期
の
暦
に
か
か
る
こ
れ
ら
多
様
な
議
論
に
は
、
儒
教
の
「
正
朔
」

思
想
の
日
本
的
展
開
を
少
な
か
ら
ず
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き

た
よ
う
な
議
論
が
百
出
す
る
背
景
に
は
、
こ
の
伝
統
的
思
想
が
思
想
資
源
と
な

る
こ
と
で
、
他
国
で
通
行
す
る
暦
の
採
用
を
政
治
的
従
属
と
捉
え
反
発
が
起
き

る
と
い
う
側
面
と
、
改
暦
に
よ
る
混
乱
な
ど
へ
の
一
般
的
な
反
発
や
不
満
に
思

想
的
根
拠
を
与
え
う
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
暦
に
か
か
る
当
該
期
の
議
論
は

こ
れ
ら
が
複
雑
に
絡
み
合
い
、
論
者
の
真
意
が
い
ず
れ
に
重
心
を
置
い
て
い
る

か
判
然
と
し
な
い
場
合
も
多
い
。
前
者
は
、
と
り
わ
け
西
洋
で
通
行
す
る
暦
の

採
用
が
明
確
に
な
っ
た
改
暦
後
に
、
他
国
で
通
行
し
て
い
な
い
、
日
本
の
国
体

に
も
民
情
に
も
即
し
た
独
自
の
暦
を
採
用
す
べ
き
と
訴
え
る
建
白
書
に
お
い
て

顕
著
で
あ
る
。
一
方
で
「
正
朔
」
思
想
は
、
改
暦
へ
の
民
間
の
不
平
や
混
乱
を

正
当
化
す
る
た
め
に
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
る
思
想
と
も
な
り
え
た
。
明
治
改
暦

が
行
わ
れ
た
文
明
開
化
期
に
は
、
西
洋
の
文
物
や
制
度
が
急
速
に
取
り
入
れ
ら

れ
た
が
、
新
時
代
が
招
来
し
た
新
秩
序
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
不
満
や
反
発
は
、

改
暦
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
秩
序
に
も
向
け
ら
れ
た
。
採
用
さ
れ
た
暦
へ
の
反
感

が
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
不
信
や
反
感
と
も
絡
み
合
っ
た
こ
と
も
事
を
複
雑
に
し
て
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に
前
向
き
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た

）
11
（

。

　

当
該
期
の
論
者
は
、
改
暦
を
「
王
政
御
一
新
」
や
「
維
新
」
と
い
っ
た
言
葉

と
と
も
に
語
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
ら
に
と
も
な
っ
て
改
暦
を
す
べ
き
あ
る
い

は
望
ま
し
い
と
す
る
考
え
方
は
、
王
朝
ご
と
に
前
朝
の
暦
法
を
改
め
て
独
自
の

暦
を
頒
行
す
る
こ
と
が
必
然
と
さ
れ
た
儒
教
の
「
正
朔
」
思
想
に
淵
源
が
あ
る

と
言
え
る
。
そ
し
て
明
治
の
御
代
で
は
天
皇
に
よ
っ
て
時
（
暦
）
が
授
け
ら
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
暦
は
か
つ
て
通
行
し
た
こ
と
の
な
い
日
本
独
自
の
も
の

で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
認
識
へ
と
繋
が
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
福
沢
や
建

白
書
の
一
部
の
論
者
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
伝
統
思
想
に
全
く
関
心
が

な
い
か
に
映
る
欧
化
開
明
派
の
人
々
も
い
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の

暦
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
現
実
的
な
国
益
や
、
暦
法
の
合
理
性
や

利
便
性
を
重
視
す
る
人
々
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
結
果
と
し
て
日
本
は
西
洋
の
暦

を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
の
だ
が
、
一
方
で
果
た
し
て
明
治
政
府
は
、
「
正
朔
」

思
想
な
し
に
、
「
従
来
の
基
準
で
は
容
易
に
批
判
で
き
な
い
ほ
ど
の
完
璧
さ
を

も
っ
て
い
た

）
11
（

」
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
天
保
暦
を
改
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

か
。
例
え
ば
西
洋
で
は
、
ユ
リ
ウ
ス
暦
と
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
（
ユ
リ
ウ
ス
暦
の
置

閏
法
に
少
し
手
を
加
え
た
だ
け
の
暦
法
）
を
二
千
年
以
上
も
使
用
し
続
け
て
お

り
、
支
配
者
が
交
代
し
た
か
ら
と
い
っ
て
改
暦
が
行
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は

な
い
。
一
方
、
中
国
文
明
圏
で
は
、
治
世
が
代
わ
れ
ば
暦
が
変
わ
る
の
は
伝
統

的
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
日
本
で
も
（
中
国
と
比
べ
れ
ば
少
な
い
方
だ
が
）
改

暦
は
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
た
。

　

明
治
改
暦
と
は
、
旧
幕
時
代
の
権
威
の
否
定
と
排
除
、
と
同
時
に
天
皇
を
中

心
と
し
た
新
時
代
の
幕
開
け
と
新
政
権
の
正
統
性
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
と
言

え
る
。
こ
れ
は
教
会
暦
の
通
行
す
る
西
洋
諸
国
で
は
成
立
し
得
な
い
が
、
日
本

の
文
脈
と
し
て
は
正
し
い
も
の
と
言
い
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
正
朔
」
思
想
は
、

い
た
。
暦
に
か
か
る
儒
教
思
想
は
、
明
治
改
暦
期
に
、
知
識
人
か
ら
一
般
の
人
々

ま
で
も
巻
き
込
む
よ
う
な
議
論
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
面
が
あ
っ

た
と
言
い
う
る
。

　

大
隈
重
信
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
改
暦
の
背
景
と
し
て
新
政
府
の

財
政
逼
迫
を
挙
げ
た
。
「
旧
暦
」
の
明
治
六
年
に
は
閏
月
が
あ
り
、
既
存
の
太

陰
太
陽
暦
の
運
用
を
継
続
す
れ
ば
官
吏
の
月
給
支
払
い
に
困
難
を
き
た
す
と
算

段
し
た
政
府
は
、
急
遽
改
暦
を
行
い
、
太
陽
暦
を
採
用
し
た
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
大
隈
説
は
明
治
改
暦
の
通
説
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
の
み
に
依
拠
し
た

と
き
に
は
改
暦
の
突
発
性
が
過
剰
に
強
調
さ
れ
、
改
暦
に
つ
い
て
の
多
様
な
議

論
が
そ
れ
以
前
か
ら
既
に
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
に
く
く
な
る
。
建
白
書
の
例
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
王
政
復
古
に
伴
う
改
暦
の
必
要
性
は
以
前
か
ら
認
識

さ
れ
て
お
り
、
同
様
の
こ
と
は
、
明
治
元
年
三
月
の
松
平
慶
永
（
春
嶽
）
の
建

議
に
お
い
て
も
窺
え
る

）
11
（

。
松
平
は
「
暦
法
ノ
儀
ハ
誠
以
日
用
不
可
欠
之
者
ニ
シ

テ
、
別
テ
民
政
之
第
一
ト
奉
存
候
、
是
迄
於
徳
川
浅
草
天
文
台
取
建
製
暦
仕
来

リ
申
候
、
然
ル
処
王
政
御
一
新
ニ
付
テ
ハ
暦
法
製
造
所
幷
天
文
台
早
々
御
取
建

相
成
、
従
来
年
ハ
従
朝
廷
天
下
ヘ
被
為
頒
賜
候
様
仕
度
候
以
上
」
と
し
、
朝
廷

か
ら
の
頒
暦
を
建
議
し
た
。
続
く
「
覚
」
に
お
い
て
「
今
般
王
政
御
一
新
ニ
付
、

於
朝
廷
夫
々
製
暦
等
被
仰
付
候
御
儀
ニ
モ
候
ハ
ヽ
、
（
中
略
）
早
々
暦
法
之
儀

御
取
建
相
成
候
様
仕
度
候
」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
松
平
が
、
単
に
朝
廷
か

ら
頒
暦
す
べ
き
こ
と
を
建
言
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
王
政
御
一
新
」
で
あ

る
か
ら
改
暦
も
早
期
に
行
わ
れ
る
べ
き
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
同

年
七
月
、
明
治
新
体
制
を
機
に
編
暦
と
頒
暦
権
を
手
中
に
収
め
た
陰
陽
頭
・
土

御
門
晴
雄
も
、
政
府
へ
の
伺
の
な
か
で
「
御
一
新
ニ
付
テ
ハ
改
暦
ノ
儀
モ
相
願

度
候
得
共
、
最
早
時
節
後
レ
候
故
追
テ
窺
度
存
候
事
」
と
の
一
文
を
残
し
て
い

る
。
永
ら
く
暦
の
通
行
に
強
く
関
わ
っ
た
土
御
門
家
も
、
早
い
段
階
で
の
改
暦

シンポジウム　明治改暦をめぐる葛藤―「正朔」思想の日本的展開
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明
治
改
暦
期
の
議
論
を
紛
糾
さ
せ
る
方
向
に
導
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
改
暦

の
必
要
性
を
認
識
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
明
治
改
暦
を
根
底
か
ら
支
え
た
思

想
と
し
て
見
逃
し
難
い
も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

 

＊
引
用
史
料
に
つ
い
て
は
、
適
宜
句
読
点
を
加
え
、
省
略
箇
所
は
「
（
中
略
）
」
で
示
し
た
。

ま
た
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

＊
引
用
の
多
い
『
太
政
類
典
』『
公
文
録
』『
公
文
類
聚
』
は
国
立
公
文
書
館
所
蔵
で
あ
り
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
所
蔵
元
を
省
略
す
る
。

　

注

（
１
）　

『
太
政
類
典
』
第
二
編
・
第
二
巻
、
太2

2
1
1
1
（
2
2

。

（
２
）　

内
田
正
男
『
こ
よ
み
と
天
文
・
今
昔
』（
丸
善
株
式
会
社
、
一
九
八
一
年
）
五
九
頁
や
、

同
じ
く
内
田
『
暦
の
語
る
日
本
の
歴
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）
一
六
四
頁
。

（
３
）　

ユ
リ
ウ
ス
暦
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
に
よ
り
紀
元
前
四
五

年
に
採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
暦
法
で
は
約
一
三
〇
年
に
一
日
の
ず
れ
が
生
じ

る
た
め
、
ロ
ー
マ
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
オ
一
三
世
は
一
五
八
二
年
に
改
暦
の
教
書
を

発
し
、
閏
年
の
計
算
方
法
に
変
更
を
加
え
た
。
こ
れ
ま
で
の
閏
年
の
置
き
方
に
、

一
〇
〇
で
割
り
切
れ
る
が
、
四
〇
〇
で
割
り
切
れ
な
い
年
は
平
年
と
す
る
規
定
を

付
け
加
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ユ
リ
ウ
ス
暦
と
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
は
い
ず
れ
も
太
陽

暦
で
あ
る
が
、
両
者
の
暦
法
の
間
に
は
閏
の
置
き
方
に
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。

（
４
）　

市
川
斎
宮
（
一
八
一
八
―
一
八
九
九
）
、
本
名
は
兼
恭
。
文
政
元
年
、
安
芸
国

広
島
鉄
砲
町
に
芸
藩
の
侍
医
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
大
阪
の
緒
方
塾
、
江

戸
の
杉
田
塾
で
学
ぶ
。
嘉
永
二
年
、
福
井
藩
・
松
平
慶
永
に
西
洋
砲
術
学
者
と
し

て
迎
え
ら
れ
、
洋
式
軍
備
の
拡
充
に
携
わ
る
。
嘉
永
六
年
、
幕
府
天
文
台
和
解
御

用
、
安
政
三
年
、
蕃
書
調
所
教
授
手
伝
、
文
久
三
年
、
開
成
所
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
、

慶
応
元
年
、
幕
臣
に
列
せ
ら
れ
、
福
井
藩
籍
を
脱
し
た
。
維
新
後
、
新
政
府
に
出

仕
、
京
都
兵
学
校
、
大
坂
兵
学
寮
教
授
と
な
り
、
明
治
五
年
東
京
に
戻
り
、
同
七

年
致
仕
（
兵
学
中
教
授
）
。
同
一
二
年
、
東
京
学
士
院
会
員
（
原
平
三
『
市
川
兼

恭
』
温
知
会
、
一
九
四
一
年
。
『
叙
位
裁
可
書
』
明
治
三
十
二
年
・
叙
位
巻
五
、
叙

2
2
2
1
1
（
2
2

、
国
立
公
文
書
館
蔵
）
。

（
５
）　

能
田
忠
亮
（
「
二
月
一
一
日
に
つ
い
て
」
『
天
界
』
第
四
八
巻
第
五
〇
〇
号
、

一
九
六
七
年
、
三
頁
）
は
、
神
武
天
皇
即
位
日
（
後
の
紀
元
節
）
の
日
取
り
推
歩

に
つ
い
て
、
「
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
西
紀
前
六
六
〇
年
二
月
一
八
日
は
正
に
年
は
辛
酉
で

あ
り
、
日
の
干
支
は
庚
辰
と
な
る
。
つ
ま
り
、
神
武
天
皇
即
位
の
辛
酉
年
春
正
月

庚
辰
朔
が
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
計
算
す
れ
ば
、
そ
の
二
月
一
八
日
と
な
り
、
さ
ら
に
こ

れ
を
現
行
暦
に
推
算
し
て
二
月
一
一
日
を
得
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
６
）　

紀
元
節
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
詳
し
い
。
日
本
史
研
究
会
編
『
日
本
の
建
国

―
歴
史
家
は
紀
元
節
を
ど
う
み
る
か
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
七
年
。
国

立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
『
紀
元
節
問
題
に
関
す
る
資
料
集
』
一
九
六
六
年
。

（
７
）　

大
隈
重
信
述
・
円
城
寺
清
編
『
大
隈
伯
昔
日
譚
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
、

六
〇
一
―
六
〇
四
頁
。

（
８
）　

暦
に
関
わ
る
建
白
書
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
公
議
所
、
集
議
院
、
左
院
に
提
出

さ
れ
た
明
治
八
年
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
以
降
そ
の
数
は
極
端
に
減
少
す
る
た
め
、

こ
こ
で
は
明
治
八
年
ま
で
を
対
象
と
し
た
。
当
該
期
は
一
般
の
人
々
が
政
府
へ
意

見
を
述
べ
る
に
は
、
建
白
書
を
提
出
す
る
以
外
方
法
が
な
か
っ
た
。

（
９
）　

こ
こ
で
は
、
暦
に
関
わ
る
建
白
書
の
う
ち
、
改
暦
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
べ
き

暦
に
つ
い
て
触
れ
る
も
の
だ
け
を
表
に
し
た
（
課
税
な
ど
の
建
白
は
除
い
た
）
。
建

白
者
の
う
ち
津
田
や
市
川
な
ど
は
比
較
的
名
を
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
は
自
ら
の

肩
書
き
を
「
医
生
」
「
士
族
」
「
百
姓
」
な
ど
と
記
し
た
「
無
名
の
」
一
般
人
で
あ

る
。
広
川
や
弘
の
よ
う
に
、
数
学
や
暦
学
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
功
績
か
ら
後
に

歴
史
的
に
顕
彰
さ
れ
た
人
物
も
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
多
く
は
地
域
の
「
知
識
人
」

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
著
名
と
は
言
え
な
い
。
建
白
者
の
略
歴
等
の
把
握

が
容
易
で
な
い
場
合
、
建
白
書
の
記
述
に
従
っ
た
。
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一
部
補
足
を
行
っ
た
内
容
で
あ
り
、
明
治
改
暦
の
詔
書
・
布
告
に
お
け
る
置
閏
法

の
規
定
が
後
に
「
不
備
」
を
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
書
か
れ
方
が
な
さ
れ
た
理
由
に

つ
い
て
、
一
定
の
回
答
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
内
容
の
多
く
を
下

村
育
世
『
明
治
改
暦
の
ゆ
く
え

―
近
代
日
本
に
お
け
る
暦
と
神
道
』
（
ぺ
り
か
ん

社
、
二
〇
二
三
年
）
に
拠
る
（
二
〇
二
三
年
一
〇
月
七
日
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
で
開
催
さ
れ
た
第
一
一
七
回
歴
博
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
陰
陽
師
と
暦
」
の
予
稿
集
と

も
相
当
程
度
重
な
っ
て
い
る
）
。
以
降
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
か
ら
外
れ
、
当
時
の
建
白

書
な
ど
を
重
複
を
顧
み
ず
具
体
的
に
紹
介
し
な
が
ら
、
改
暦
時
に
暦
に
か
か
る
議

論
が
百
出
し
た
背
景
に
、
儒
教
の
「
正
朔
」
思
想
が
窺
え
る
議
論
に
つ
い
て
補
い

た
い
。
「
正
朔
」
思
想
の
影
響
に
つ
い
て
は
既
に
筆
者
も
触
れ
た
が
、
明
治
改
暦
時

の
議
論
の
背
景
に
見
逃
し
難
く
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
中
心
的
に
論

じ
ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
こ
れ
こ
そ
が
、
体
制
の
変
革
し
た
明
治

の
御
代
に
、
改
暦
と
い
う
象
徴
的
イ
ベ
ン
ト
を
必
要
と
す
る
認
識
や
前
提
を
用
意

し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
明
治
改
暦
を
根
底
か
ら
支
え
た
思
想
と
し
て
見
逃

し
難
い
と
考
え
て
い
る
。

（
11
）　

例
え
ば
、
明
治
二
二
年
の
全
国
の
郡
区
の
新
旧
暦
使
用
状
況
を
悉
皆
調
査
し
た

結
果
な
ど
で
も
、
旧
暦
の
使
用
の
優
勢
な
地
域
は
目
立
っ
て
い
た
（
拙
著
参
照
）
。

（
11
）　

以
下
、
政
府
へ
の
建
白
の
プ
ロ
セ
ス
な
ど
拙
著
に
お
い
て
既
述
し
た
も
の
は
省

略
す
る
。

（
11
）　

『
上
書
建
白
書
・
建
白
書
雑
纂
』
明
治
七
年
、
建2

2
2
2
1
（
2
2

、
国
立
公
文
書
館

蔵
。
弘
（
一
八
二
九
―
一
九
〇
三
）
に
つ
い
て
は
、
三
上
義
夫
「
弘
鴻
の
数
学
上

の
事
跡
並
に
暦
法
改
革
の
意
見
」
（
法
政
大
学
日
本
精
神
史
学
会
編
『
日
本
精
神
史

論
纂
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
、
一
一
七
―
一
六
六
頁
）
に
詳
し
い
。

明
治
三
年
八
月
の
建
白
書
に
つ
い
て
は
、
三
上
の
論
文
に
転
記
さ
れ
た
も
の
に
拠

る
。
弘
は
、
明
治
三
年
八
月
に
最
初
の
建
白
書
を
提
出
し
、
改
暦
後
の
明
治
七
年

二
月
に
も
、
前
回
と
ほ
ぼ
同
一
の
暦
案
の
建
言
を
行
っ
た
。

（
11
）　

『
公
文
録
』
明
治
七
年
・
第
十
四
巻
、
公2

（
2
1
1
（
2
2

。
同
年
一
一
月
二
〇
日
付
で

（
（2
）　

市
川
の
明
治
二
年
の
「
暦
法
議
案
」
は
、
同
年
八
月
一
六
日
付
『
中
外
新
聞
』

に
一
部
掲
載
さ
れ
、
明
治
五
年
の
建
白
は
後
に
『
法
規
分
類
大
全
』
（
内
閣
記
録
局
、

明
治
二
四
年
）
に
全
文
掲
載
さ
れ
た
。
岡
田
芳
朗
は
「
グ
レ
ゴ
リ
ー
暦
よ
り
む
し

ろ
優
れ
て
い
る
」
と
評
し
た
。

（
（（
）　

林
淳
「
暦
注
と
貞
享
改
暦
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
二
〇
二
四
年

三
月
刊
行
予
定
。

（
（1
）　

『
太
政
類
典
』
第
二
編
・
第
二
巻
、
太2

2
1
1
1
（
2
2

。

（
（1
）　

『
上
書
建
白
書
・
建
白
書
（
十
二
）
』
建2

2
2
1
1
（
2
2

（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
。

（
（1
）　

『
岩
倉
公
実
記
』
下
巻
、
一
九
二
七
年
、
二
四
九
―
二
六
三
頁
。

（
（1
）　

柳
田
國
男
『
明
治
文
化
史
一
三 
風
俗
』
原
書
房
、
一
九
五
四
年
、
三
八
〇
頁
。

（
（1
）　

『
太
政
類
典
』
第
二
編
・
第
百
四
十
九
巻
、
太2

2
1
1
（
（
2
2

。

（
（1
）　

『
太
政
類
典
』
第
二
編
・
第
四
十
八
巻
、
太2

2
1
1
2
（
2
2

。

（
（1
）　

『
上
書
建
白
書
・
建
白
書
（
七
）
』
建2

2
2
1
1
（
2
2

（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
。

（
（1
）　

青
木
信
仰
『
時
と
暦
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
、
三
一
―
三
二
頁
。

（
12
）　

正
朔
思
想
に
つ
い
て
は
、
溝
口
雄
三
ほ
か
編
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
（
東
京
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
や
、
小
島
毅
『
天
皇
と
儒
教
思
想
―
―
伝
統
は
い
か

に
創
ら
れ
た
の
か
？
』
（
光
文
社
新
書
、
二
〇
一
八
年
）
に
詳
し
い
。

（
1（
）　

『
公
文
類
聚
』
第
二
十
二
編
・
明
治
三
十
一
年
・
第
八
巻
、
類2

2
1
（
（
（
2
2

。

（
11
）　

松
平
慶
永
は
『
逸
事
史
補
』
の
な
か
で
、
日
本
の
一
世
一
元
の
制
の
採
用
に
つ

い
て
、
「
清
廷
ノ
法
ヲ
用
ラ
レ
タ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
中
国
清
朝
を
模
倣
し
た
と
推
測

す
る
。
小
島
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
慶
永
の
推
測
と
い
う
形
を
採
る
が
、
中
国
の
史

書
に
多
少
と
も
通
じ
て
い
た
者
た
ち
が
皆
思
っ
た
こ
と
に
違
い
な
い
と
す
る
。
政

府
は
異
国
の
制
を
採
用
し
た
と
は
一
切
い
わ
ず
に
、
一
世
一
元
の
制
を
導
入
し
た

と
い
う
（
小
島
、
前
掲
書
、
二
八
五
―
二
八
七
頁
）
。
異
国
の
制
を
採
用
し
た
こ
と

を
頑
な
に
言
わ
な
い
あ
り
様
は
、
改
暦
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

（
11
）　

こ
こ
ま
で
は
二
〇
二
三
年
五
月
二
八
日
の
日
本
儒
教
学
会
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
の
講
演
「
明
治
改
暦
の
背
景
と
影
響

―
日
本
ら
し
い
暦
の
模
索
」
を
も
と
に
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書
か
れ
た
建
白
書
「
陽
陰
合
暦
之
儀
」
は
、
同
年
一
二
月
左
院
に
提
出
さ
れ
、
課

外
会
議
を
経
て
、
同
月
二
四
日
、
副
議
長
・
伊
地
知
正
治
の
手
に
よ
り
「
為
参
向
」

と
し
て
右
大
臣
・
岩
倉
具
視
に
回
覧
・
上
陳
さ
れ
た
。
上
申
さ
れ
た
建
白
書
は
、

正
院
に
お
い
て
「
御
採
用
ニ
相
成
候
義
ニ
モ
無
之
候
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
「
供
高

覧
候
也
」
と
な
っ
て
い
る
。
三
条
、
大
木
、
伊
藤
の
印
が
押
さ
れ
た
太
政
官
罫
紙

に
記
さ
れ
た
公
文
書
が
残
る
。

（
11
）　

『
上
書
建
白
書
・
建
白
書
参
考
部
（
五
）
』
、
建2

2
2
1
（
（
2
2

（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
。

（
11
）　

『
上
書
建
白
書
・
建
白
書
参
考
部
（
六
）
』
、
建2

2
2
1
1
（
2
2

（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
。

（
12
）　

『
上
書
建
白
書
・
建
白
書
（
十
二
）
』
、
建2

2
2
1
1
（
2
2

（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
。

（
1（
）　

三
上
、
前
掲
論
文
、
一
九
三
五
年
。

（
11
）　

『
上
書
建
白
書
・
建
白
書
議
案
録
』
明
治
八
年
、
建2

2
2
（
（
（
2
2

（
国
立
公
文
書
館

蔵
）
。
左
院
留
置
と
な
り
要
旨
は
残
さ
れ
る
が
全
文
は
不
明
で
あ
る
。

（
11
）　

「
広
川
晴
軒
資
料
一
五
」
、
小
千
谷
市
教
育
委
員
会
蔵
。
大
正
一
三
年
に
二
月

一
一
日
に
広
川
（
一
八
〇
三
―
一
八
八
四
）
の
従
五
位
追
贈
に
際
し
作
成
さ
れ
た

事
跡
調
書
に
も
同
じ
建
議
の
全
文
転
載
が
あ
る
（
『
大
正
十
三
年
皇
太
子
御
成
婚
贈

位
内
申
事
蹟
書
五
』
、
贈
位2

2
2
1
1
（
2
2

、
国
立
公
文
書
館
蔵
）
。
広
川
に
つ
い
て
は
、

井
上
慶
隆
『
広
川
晴
軒
伝
』
（
恒
文
社
、
一
九
八
一
年
）
に
詳
し
い
。

（
11
）　

『
記
録
材
料
・
建
白
書
仮
綴
』
、
記2

2
1
1
1
（
2
2

（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
。

（
11
）　

以
下
、
『
太
政
類
典
』
第
二
編
・
第
二
巻
、
太2

2
1
1
1
（
2
2

。

（
11
）　

以
下
、
前
掲
『
岩
倉
公
実
記
』
下
巻
、
二
四
九
―
二
六
三
頁
。

（
11
）　

以
下
、
『
太
政
類
典
』
第
一
編
・
第
二
巻
、
太2

2
2
2
1
（
2
2

。

（
11
）　

同
前
。

（
11
）　

中
山
茂
『
日
本
の
天
文
学

―
占
い
・
暦
・
宇
宙
観
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
、

一
二
六
頁
。
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